
 

 

大田区手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正理由と内容 

「国家戦略特別区域法」の改正に伴い、項ずれが生じたため、規定を整理する。 

 

２ 施行日 

公布の日 

総 務財 政委 員会

総務部　資料１番

令和２年９月14・15日

所管　総務課



＜＜＜新旧対照表＞＞＞  

○大田区手数料条例  

 

新  旧  

大田区手数料条例  大田区手数料条例  

昭和 32年 12月２日  

条例第 24号  

昭和 32年 12月２日  

条例第 24号  

第１条から第６条まで（略）  第１条から第６条まで（略）  

別表第１（第２条関係）  別表第１（第２条関係）  

 

項  事務  
名称及び額（１件に

つき）  

徴

収

時

期  

  

項  事務  
名称及び額（１件に

つき）  

徴

収

時

期  

 

 ７

の

３  

国家戦

略特別区

域法第 13

条第６項

に規定す

る国家戦

略特別区

域外国人

滞在施設

経営事業

の内容等

の変更の

認定の申

請に対す

る審査  

国家戦略特別区域

外国人滞在施設経営

事業の変更の認定申

請手数料  

変

更

認

定

申

請

の

と

き  

  ７

の

３  

国家戦

略特別区

域法第 13

条第５項

に規定す

る国家戦

略特別区

域外国人

滞在施設

経営事業

の内容等

の変更の

認定の申

請に対す

る審査  

国家戦略特別区域

外国人滞在施設経営

事業の変更の認定申

請手数料  

変

更

認

定

申

請

の

と

き  

 

 (１ ) 認定事

業に係る施

設について

現地調査を

行う場合  

9

,

7

0

0

円  

  (１ ) 認定事

業に係る施

設について

現地調査を

行う場合  

9

,

7

0

0

円  

 

 (２ ) 認定事

業に係る施

設について

現地調査を

行わない場

合  

2

,

6

0

0

円  

    (２ ) 認定事

業に係る施

設について

現地調査を

行わない場

合  

2

,

6

0

0

円  

   

別表第２（第２条関係）（略）  別表第２（第２条関係）（略）  

別表第３（第２条関係）（略）  別表第３（第２条関係）（略）  

付  則   

この条例は、公布の日から施行する。   

 


